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更
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契
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に
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約
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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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� 第3544号�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

康
安
外
科
医
院

八
戸
ク
リ
ニ
ッ
ク

エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬
局
浜
の

町
店

弘
前
市
大
字
栄
町
一
丁
目
二
の
六

八
戸
市
柏
崎
一
丁
目
八
の
三
二

弘
前
市
大
字
浜
の
町
西
二
丁
目
一
の
二

平
成
��

･

�･

��

〃〃

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

康
安
外
科
内
科
医
院

八
戸
ク
リ
ニ
ッ
ク

エ
ン
ゼ
ル
調
剤
薬
局
浜
の

町
店

あ
い
ざ
わ
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
川
市
国
民
健
康
保
険
碇

ヶ
関
診
療
所

わ
せ
だ
薬
局

弘
前
市
大
字
栄
町
一
丁
目
二
の
六

八
戸
市
柏
崎
一
丁
目
八
の
三
二

弘
前
市
大
字
浜
の
町
西
二
丁
目
一
の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
四
の
二
九
八

平
川
市
碇
ヶ
関
三
笠
山
一
二
○
の
一

弘
前
市
大
字
早
稲
田
二
丁
目
二
の
一
三

平
成
��･

�･

�

〃〃��･

�･

�

〃〃

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年５月28日 月曜日 第3544号 �

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

う
き
す
調
剤
薬
局

つ
が
る
市
木
造
浮
巣
四
五
の
二

平
成
��

･

�･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
幸

友
会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
南
浮
田
町

字
金
沢
街
道
の
沢

五
五
の
八

居
宅
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

し
あ
わ
せ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
南
浮
田
町

字
金
沢
街
道
の
沢

五
五
の
八

平
成

��

･

�･

�

株
式
会
社
幸

友
会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
南
浮
田
町

字
金
沢
街
道
の
沢

五
五
の
八

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

し
あ
わ
せ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
南
浮
田
町

字
金
沢
街
道
の
沢

五
五
の
八

〃

� �

２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

道
路
の

種

類

一
〇
一
号

軽
米
名
川
線

路
線
名

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
吉
花
一
四
三
の
七
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
吉
花
六
七
の
三
ま
で

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
前
田
八
の
一
〇
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
前
田
一
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 後 前
変
更
の

前
後
別

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

七
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

七
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
三
・
七
七
メ
ー
ト
ル

二
九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
村
道
に
関
す
る
工
事
を
行
う
の
で
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

建
築
基
準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�����	
��� 
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
軽
米
名
川
線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
前
田
八
の
一
〇
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
前
田
一
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

��

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
吉
花
一
四
三
の
七
か

ら西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
字
吉
花
六
七
の
三
ま
で

〃

路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

開
始
の
日

福
浦
川
目
線

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
縫
道
石
一
の
一

縫
道
石
国
有
林
八
三
一
林
班
ほ
小
班
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
縫
道
石
一
の
一

縫
道
石
国
有
林
八
三
一
林
班
は
小
班
ま
で

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
縫
道
石
一
の
一

縫
道
石
国
有
林
八
三
一
林
班
る
２

小
班
か
ら

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
野
平
九
四
の
一

ま
で

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

��･

�･

�

区

分

名

称

住

所

構
造
計
算
適
合
性
判

定
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

変
更
前

株
式
会
社

建
築
構
造

セ
ン
タ
ー

東
京
都
新
宿
区
新
宿

二
丁
目
一
の
二

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
二
丁
目
一
の

二

白
鳥
ビ
ル
二

階
二

東
京
都
豊
島
区

西
池
袋
五
丁
目
一

の
六

第
二
矢
島

ビ
ル
五
階
Ｂ

三

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
四
階

四

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

五

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
一
〇
の
三
九

日
総
第
五
ビ
ル
三

階
六

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

七

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

八

愛
媛
県
松
山
市

平
成
二
十
四
年
六
月

一
日

� �



� �

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成24年５月28日 月曜日 第3544号 �

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ

ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
四
号
室

九

長
崎
県
長
崎
市

万
才
町
六
の
三
三

高
木
ビ
ル
五
〇
一

号
十

宮
崎
県
宮
崎
市

川
原
町
五
の
一
〇

ミ
ネ
ッ
ク
ス
川
原

八
階

十
一

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
中
央
町
九

の
一
〇

創
夢
第

一
ビ
ル
四
階

十
二

沖
縄
県
浦
添

市
字
城
間
三
〇
一

九

座
波
建
設
ビ

ル
三
〇
八
号
室

変
更
後

一

東
京
都
新
宿
区

新
宿
二
丁
目
一
の

二

白
鳥
ビ
ル
二

階
二

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
本
町
二
丁

目
一
〇
の
二
八

カ
メ
イ
仙
台
グ
リ

ー
ン
シ
テ
ィ
四
階

三

福
島
県
郡
山
市

中
町
一
一
の
五

や
ま
の
い
ビ
ル
一

〇
〇
三
号
室

四

神
奈
川
県
横
浜

市
西
区
北
幸
二
丁

目
一
〇
の
三
九

日
総
第
五
ビ
ル
三

階
五

愛
知
県
名
古
屋

市
中
区
錦
一
丁
目

一
七
の
一
三

名

興
中
駒
ビ
ル
九
階

六

島
根
県
松
江
市

中
原
町
六

七

広
島
県
広
島
市

中
区
八
丁
堀
一
五

の
六

広
島
ち
ゅ

う
ぎ
ん
ビ
ル
七
〇

四
―
二
号
室

八

愛
媛
県
松
山
市

三
番
町
七
丁
目
一

三
の
一
三

ミ
ツ

ネ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

六
〇
四
号
室

九

佐
賀
県
佐
賀
市

駅
前
中
央
一
丁
目

九
の
三
八

カ
ー

ニ
ー
プ
レ
イ
ス
佐

賀
七
〇
四
号
室

十

長
崎
県
長
崎
市

万
才
町
六
の
三
三

高
木
ビ
ル
五
〇
一

号
十
一

宮
崎
県
宮
崎

市
川
原
町
五
の
一

〇

ミ
ネ
ッ
ク
ス

川
原
八
階

十
二

鹿
児
島
県
鹿

児
島
市
中
央
町
九

の
一
〇

創
夢
第

一
ビ
ル
四
階

十
三

沖
縄
県
浦
添

市
字
城
間
三
〇
一

九

座
波
建
設
ビ

ル
三
〇
八
号
室

� �
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一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

プ
ロ
グ
ラ
ム
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
賃
貸
借

(

レ
ン
タ
ル)

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
の
一

六

契
約
金
額

六
千
六
百
八
十
二
万
二
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
に
よ
る
業
務
処
理
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

五
千
二
百
三
十
五
万
三
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

全
庁
Ｌ
Ａ
Ｎ
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

青 森 県 報�����	
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� 第3544号�� �
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随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

二
千
七
百
四
十
五
万
五
千
四
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ォ
レ
ス
ト
奥
入
瀬

三

代
表
者
の
氏
名

大�

泰
光

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
西
金
崎
五
六
の
一
五

石
塚
岩
雄
方

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
球
の
自
然
環
境
の
維
持
等
を
通
じ
て
、
森
林
・
緑
地
等
の
整
備
保
全
に
係
る

と
共
に
、
樹
木
文
化
の
継
承
と
発
展
に
貢
献
す
る
各
関
係
機
関
団
体
と
協
力
・
連
携
し
、
自
然
保

護
活
動
及
び
、
後
世
に
残
し
た
い
樹
木
等
の
維
持
と
保
全
管
理
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
津
軽
三
味
線
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ジ
ャ
パ
ン

三

代
表
者
の
氏
名

笹
森

建
英

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
高
田
一
丁
目
五
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
津
軽
三
味
線
の
愛
好
者
及
び
国
内
外
の
人
々
に
対
し
、
津
軽
の
唄
会
文
化
及
び

伝
統
芸
能
の
振
興
を
図
る
た
め
の
各
種
演
奏
会
並
び
に
研
究
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
津
軽

三
味
線
を
核
と
す
る
芸
術
文
化
の
向
上
と
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


